
 高千穂町地域創造支援事業(チャレンジショップ開店支援)補助金交付要綱をここ

に公表する。 

 

  令和元年9月13日 

高千穂町長 甲 斐 宗 之   

高千穂町告示第30号 

 

   高千穂町地域創造支援事業(チャレンジショップ開店支援)補助金交付要綱 

 (目的) 

第1条 この告示は、高千穂の誇りを伝えられる商業・観光の活性化による活気あ

るまちづくりに資するため、町民がチャレンジショップを新規開業する経費の一

部を補助することにより、商業・観光の活性化を図ることを目的とする。 

 (補助対象者) 

第2条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを

満たすものとする。 

 (1) 本町に住民登録かつ居住している者 

 (2) 本人及び同一世帯に属する者が、町税等を滞納していない者 

 (3) 商工会に加入する意思があり、かつ、地元の公民館活動に積極的に参加でき

る者 

 (4) 過去にこの告示による補助金及び高千穂町地域創造支援事業(既存店舗改修

支援)補助金を受けていない者(生計が同一の者も含む。) 

 (5) 高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第3号に規定する暴力

団員関係者に該当しない者 

 (補助対象店舗) 

第3条 補助の対象となる店舗(以下「補助対象店舗」という。)は、三田井地区又は

天岩戸地区都市再生整備計画区域内に存する1年以上の空き家、空き店舗となっ

ている建物、新築の店舗又は継承した店舗を使用するものとし、新規開業で営業

開始後は3年以上継続し、かつ、週4日以上営業するものとする。 

 (補助対象業種) 

第4条 補助の対象となる業種(以下「補助対象業種」という。)は、小売業、サービ

ス業、観光業、飲食業、本町の農畜産物を使った加工品の製造及び販売業等又は

民泊(住宅宿泊事業)とし、事前に商工会と協議するものする。 

2 政治又は宗教に関する事業、支店又はフランチャイズ店、風俗営業その他これ

に類する事業、周囲に騒音や悪臭等の迷惑を及ぼす恐れのある事業等は対象外と

する。 

 (補助対象経費) 

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるもの



とする。 

 (1) 賃借料。ただし、交付決定後にかかる費用を対象とする。 

 (2) 店舗の改装費用。ただし、町内に主たる事務所を有し、かつ、工事の資格等

を有する施工業者を利用して、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1

号。以下「規則」という。)による補助金の交付決定後に着手する工事に要する

経費が10万円以上の工事とする。 

2 次に掲げるものについては、補助対象外とする。 

 (1) 広告費 

 (2) 厨房用機材等のうち、当該店舗以外で使う目的で移転又は売却が可能な設備

や備品 

 (3) 住宅兼店舗の建物で、主たる目的が住宅部分に係る工事費 

 (4) 共益費、駐車場等使用料、敷金礼金等 

 (5) 賃借料については、店舗所有者と生計が同一の者又は2親等以内の親族 

 (6) 町内での移転により、移転前の店舗を空き店舗としたもの 

 (7) その他、補助対象工事として認められない費用 

 (補助金の額) 

第6条 補助金の額は、別表のとおりとする。 

 (補助金交付申請書及び交付決定) 

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定め

る期間内において、地域創造支援事業(チャレンジショップ開店支援)補助金申請

書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。この

場合において、第5条第1項各号に掲げる費用について同時に補助を受けようとす

る場合は、それぞれについて地域創造支援事業(チャレンジショップ開店支援)補

助金申請書(様式第1号)等の書類を提出するものとする。 

 (1) 事業計画書 

 (2) 収支予算書 

 (3) 固定資産税課税台帳の写し又は建物登記簿謄本 

 (4) 申請者及び同一世帯員の町税の完納を証する書類(町外からの転入等の理由

で、本町で納税証明書が取得できない場合は、転出元の自治体の発行する証明

書等) 

 (5) 見積書 

 (6) 補助対象工事を行う場合は、店舗の現況及び工事施工予定箇所の写真 

 (7) 賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し、及び改修工事承諾書 

 (8) 誓約書 

 (9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた書類 

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で補助の

可否を決定し、地域創造支援事業(チャレンジショップ開店支援)補助金決定(却下)



通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。 

3 町長は、補助の決定に当たり、補助の目的を達成するために必要な条件を附す

ることができる。 

4 町長は、第1項の申請書を先着順に受け付けるものとし、当該申請書に係る補助

金の合計額が予算の範囲を超えるときは、受付を停止することができる。ただし、

町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。 

 (申請事項の変更及び承認) 

第8条 前条第2項の規定により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」と

いう。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、当該変更が生じた日から

14日以内に地域創造支援事業(チャレンジショップ開店支援)補助金変更申請書

(様式第3号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添え

て町長に提出し、その承認を受けなければならない。 

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で補助の

変更の可否を決定し、地域創造支援事業(チャレンジショップ開店支援)補助金変

更決定(却下)通知書(様式第4号)により補助決定者にその旨を通知するものとする。 

 (状況報告及び実地調査) 

第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助決定者に対し、進捗状況につい

て報告を求め、又は実地調査をすることができる。この場合において、町長は補

助の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、補助決定者

に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。 

 (完了報告) 

第10条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から30日を経過

した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日

までに地域創造支援事業(チャレンジショップ開店支援)完了報告書(様式第5号)に、

次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

 (1) 収支決算書 

 (2) 領収書の写し又は支払いを証明する書類 

 (3) 補助対象工事施工後の店舗の状況及び工事施工箇所の写真 

 (4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた書類 

2 町長は、前項の報告書の提出があったときは、内容を調査のうえで補助金の額

を確定し、地域創造支援事業(チャレンジショップ開店支援)補助金確定通知書(様

式第6号)により、補助決定者に通知するものとする。この場合において、必要が

あると認めたときは、補助決定者に対し、補助対象事業の成果について説明を求

め、又は実地調査をすることができる。 

 (補助の請求及び交付) 

第11条 補助決定者は、前条第2項の通知書を受けた場合、速やかに地域創造支援

事業(チャレンジショップ開店支援)補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出し



なければならない。 

2 補助決定者は、賃借料に限り、地域創造支援事業(チャレンジショップ開店支援)

補助金概算払請求書(様式第8号)および前条第1項第2号の書類を提出し、1月ごと

に補助金を請求することができる。 

3 町長は、請求書の提出があったときは、提出のあった日から30日以内に補助金

を交付するものとする。 

 (決定の取り消し等) 

第12条 町長は、補助決定者又は既に補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、補助の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付

した補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。 

 (1) 補助の決定の内容又はこれに附した条件に違反する行為があったとき。 

 (2) 補助対象事業内容を承認なく変更し、又は中止したとき。 

 (3) 提出書類に虚偽の記載等、不正な行為があったとき。 

 (4) 営業期間が3年未満のとき。この場合において、1年未満のときは全額、2年

未満のときは60パーセント、3年未満のときは20パーセントの金額を返還しな

ければならない。 

 (5) 前4号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。 

 (その他) 

第13条 この告示に定めのない事項、疑義が生じた場合は、別途協議する。 

   附 則 

 この告示は、令和元年10月1日から施行する。 



別表（第 6 条関係） 

賃借料の場合 

対象となる物件の種類 新築の店舗又は継承した

店舗 

1 年以上の空き家又は空

き店舗となっている建物 

補助率 2 分の 1 

補助金の額 
契約開始日より 6 月間とし、1 月当たり 5 万円を限度

とする。この場合において、6 月間の上限額は 30 万

円とする。 

備考 その額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額 

 

改装費の場合 

対象となる物件の種類 新築店舗又は継承した店

舗 

1 年以上の空き家又は空

き店舗となっている建物 

補助率 2 分の 1 3 分の 2 

補助金の額 50 万円を限度とする 70 万円を限度とする 

備考 その額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額 


